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第第６６章章  

台台  湾湾  
  

 
  
関関税税構構造造  
 
＊本件は、WTO 協定をはじめとする国際ルール整合性の観点からは明確に問題があると言えない貿易・投

資関連政策・措置であるが、以下の懸念点に鑑み、掲載することとした。関税、関税率、譲許率、譲許

税率の定義は、第 2 部第 5 章 1 を参照。 
 
＜＜措措置置のの概概要要＞＞  

関税法、関税法施行細則及び関連法規において、関税率などが規定されている。対日輸入適用税率には、 
MFN 税率が適用される。また、自由貿易港区設置管理条例において規定される自由貿易工港区（空港、港

等）では、輸出入規制を受けずに区域内の貨物自由流通が認められ、輸入関税、物品税、営業税の賦課を

免除する税制優遇措置がある。 
台湾の 2023 年時点の全品目の譲許率は 100 ％である。また、2023 年時点の全品目の単純平均譲許税率

は 6.8 ％であり、非農産品については 5.0 ％ であるが、鉱工業品分野でも貨物自動車（最高 25 ％ ）、普

通・小型乗用車（最高 17.5 ％）、特殊用途自動車（最高 30 ％）等の高関税品目が存在する。なお、2023 
年時点の非農産品の単純平均実行関税率は 4.8 ％であった。 
なお、2002 年 11 月の WTO 加盟時、自動車については関税割当制度（第 2 部第 5 章関税 1（.  1 ）②参

照）によることとなっていたが、2011 年に当該制度が撤廃された。 
 

＜＜懸懸念念点点＞＞  
高関税そのものは譲許税率を超えない限り WTO 協定上問題はないが、自由貿易を促進し、経済厚生を高

めるという WTO 協定の精神に照らし、関税はできるだけ引き下げることが望ましい。 
 

＜＜最最近近のの動動きき＞＞  
IT 製品の市場アクセス拡大の促進に向けて、2015 年 12 月に妥結したITA 拡大交渉（詳細は、第Ⅱ部第 

5 章 2.（ 2 ）ITA（情報技術協定）交渉を参照）について、台湾は、2016 年 7 月から対象品目 201 品目の

関税撤廃を開始した。例えば、高関税品目としては、ビデオ録画・再生機器（ 14 ％ ）、スイッチ類

（ 12.5 ％ ）、テレビ受信機器（ 10 ％ ）等が挙げられる。これらを含む全対象品目の関税が 2021 年に撤

廃された。 
東京電力福島第一原発の事故発生後に導入された日本産食品への輸入規制措置について、2022 年 2 月、

台湾は、輸入停止していた福島県、栃木県、群馬県、茨城県、千葉県の 5 県産食品に対する輸入停止措置

等の大幅緩和を発表した。さらに、2024 年 9 月、引き続き輸入停止となっていた 5 県の野生鳥獣肉、きの

こ類、コシアブラについて、放射性物質検査報告書及び産地証明書の添付を条件に輸入停止が解除された。
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を発表した1失効対象となる附則は、2023 年 4 月 1 日午前 0 時をもってその効力を失い、1995 年関税定率

法別表 4 第 57 号に規定されているものと同じ品目の関税割引率を適用できる新しい統一附則に置き換えら

れる。  
2024 年 6 月 7 日、ABF は、2024 年 7 月 1 日から、豪州が締結する EPA 等で既に特恵税率がゼロとな

っている、食品・衣類・家具・電化製品等 457 の品目について、関税を撤廃することを発表した2。 
 

 
1 ABF “Australian Customs Notice No. 2023/13” （https://www.abf.gov.au/help-and-support-subsite/CustomsNotices/2023-13.pdf） 
2 ABF “Australian Customs Notice No. 2024/17”（https://www.abf.gov.au/help-and-support-subsite/CustomsNotices/2024-17.pdf ) 
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第第７７章章  

韓韓  国国  
  

 
 

関関税税構構造造  
 

＊本件は、WTO 協定をはじめとする国際ルール整合性の観点からは明確に問題があると言えない貿易・投

資関連政策・措置であるが、以下の懸念点に鑑み、掲載することとした。関税、関税率、譲許率、譲許

税率の定義は、第 2 部第 5 章 1 を参照。 

 

＜＜措措置置のの概概要要＞＞  

関税法や関連法規において、基本税率、暫定税率及び弾力関税率(ダンピング防止関税、相殺関税、報復

関税、緊急関税、季節関税及び国際協力関税など)が規定されている。対日輸入適用税率には、MFN税率又

は地域的な包括的経済連携（ RCEP ）協定税率等が適用される。また、輸出を前提として輸入される物品や

原材料などに対する関税優遇措置（減免税及び還付）がある。 

韓国の 2023 年時点の非農産品の単純平均譲許税率は 9.8％ であるが、織物（最高 30％ ）、衣類(最高 

35％ )、電気機器(最高 20％ )等の高い譲許税率が存在する。また、2023 年時点の非農産品の譲許率は 

94.1％である。2023 年時点の非農産品の単純平均実行関税率は 6.5％ である。 

 

＜＜懸懸念念点点＞＞  

高関税そのものは譲許税率を超えない限り WTO 協定上問題はないが、自由貿易を促進し、経済厚生を高

めるという WTO 協定の精神に照らし、関税はできるだけ引き下げることが望ましい。 

 

＜＜最最近近のの動動きき＞＞  

IT 製品の市場アクセス拡大の促進に向けて、2015 年 12 月に妥結したITA拡大交渉（詳細は、第Ⅱ部第 

5 章 2.（2）ITA（情報技術協定）交渉を参照）について、韓国は、2016 年 12 月から対象品目201品目の

関税撤廃を開始した。例えば、高関税品目としては、ポリッシングパッド（ 30％ ）、無線操作制御機器

（ 20％ ）、マイクロホン（ 16％ ）等が挙げられる。2024 年現在、ポリッシングパッドは 8%(基本税率。

譲許税率は16％ )となっており、無税化が実現していない。  

2025 年も 2024 年に引き続き、産業構造の変動等から品目間の税率の不均衡が生じている場合や、農林

水産物など国際競争力が弱い品目の輸入増加により国内市場が混乱し、又は産業の基盤が崩壊するおそれ

がある場合に、それらを是正し又は防止するための調整関税が賦課されている1。そのため、活魚類、冷凍

魚類、建築基材、調味料等の品目に対しては引き上げられた関税率が適用されている。 

 

 
1WTOウェブサイト（https://www.wto.org/english/tratop_e/covid19_e/covid_details_by_country_e.htm?country=KOR）、PIIEウェブ

サイト（https://www.piie.com/blogs/realtime-economics/russias-war-ukraine-sanctions-timeline） 
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また、5 県以外の放射性物質検査報告書の添付義務が撤廃された。これにより、日本で出荷制限措置がとら

れている品目を除いて、台湾への輸出が可能となったが、引き続き 5 県の食品（酒類を除く）について、

放射性物質検査報告書及び産地証明書の添付義務が残っている。 
 

 
 

 
 
電電気気通通信信分分野野のの規規制制  
 
最近の動きとして、2019 年 6 月に新たに制定された電気通信管理法（Telecommunications 

Management Act）では、電気通信サービス市場の競争力促進のための条項が盛り込まれた（ 2020 年 7 月 
1 日施行）。具体的には、市場価格やサービス条件に明らかに影響を与えることができる等の条件に該当す

る、市場において重要な力を持つ電気通信サービス事業者に対し、主管庁は特別な規制措置を実施し、ネ

ットワークへの相互接続やサービス料金の設定等について改善を命じることができることとなった。 
これまでの詳細は 2017 年版不公正貿易報告書 141 頁参照。 
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